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常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
主
な
議
案
等
に
つ
い
て
、
各
常
任
委
員
会
の
審
査
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

動画配信中

総
務
企
画
防
災
常
任
委
員
会

杉
田
委
員
長
、
小
林
副
委
員
長
、

鳥
井
、
大
須
賀
、
柳
、
黒
川
、

酉
田
、
平
塚

　各
委
員

議
案
第
13
号

　消
費
税
法
等
の
改
正
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の

抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
の
制
定
等
に
伴
い
、
市
が
条
例

で
定
め
る
使
用
料
等
を
新
た
な
税
率
に
対
応
し
た
も

の
に
改
正
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う

た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　今
回
、
消
費
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
す

る
条
例
を
改
正
す
る
が
、
非
課
税
扱
い
と
な
る
歳
入

科
目
は
あ
る
の
か
。

　
　消
費
税
法
に
よ
り
、
社
会
的
な
配
慮
な
ど
か
ら

非
課
税
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
主
な
科
目
を

挙
げ
る
と
、
戸
籍
や
住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
、
建
築

確
認
等
の
手
数
料
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
斎
場
使
用

料
な
ど
も
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
今
回

の
条
例
改
正
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
料
金
は
据
え

置
き
と
な
る
。

○
審
査
結
果

　原
案
の
と
お
り
可
決

問答

動画配信中

民
生
環
境
水
道
常
任
委
員
会

冨
永
委
員
長
、
大
谷
副
委
員
長
、

鶴
貝
、
横
山
、
栗
原
、
渡
辺
、

尾
関
、
中
山

　各
委
員

議
案
第
18
号

　足
利
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
改
正
に

つ
い
て

　厚
生
労
働
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
家
庭
的
保
育

事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
適
合
さ

せ
る
た
め
、
条
例
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

問

　幼
稚
園
が
家
庭
的
保
育
事
業
を
併
設
す
る
場
合

と
、
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
行
す
る
場
合
で
は
、
利
用

者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。

　
　家
庭
的
保
育
事
業
を
併
設
し
た
場
合
、
連
携
施

設
が
幼
稚
園
と
な
り
、
充
実
し
た
幼
児
教
育
が
受
け

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
が
、
預
か

り
時
間
が
短
い
た
め
、
延
長
保
育
と
合
わ
せ
て
利
用

す
る
こ
と
に
な
る
。
認
定
こ
ど
も
園
の
場
合
は
、
20

人
以
上
の
施
設
と
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
大
規
模

な
保
育
の
中
で
子
育
て
、
保
育
が
で
き
、
あ
る
程
度

長
い
時
間
保
育
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
っ
た
違
い

が
あ
る
。

○
審
査
結
果 

原
案
の
と
お
り
可
決

問答

動画配信中

教
育
経
済
建
設
常
任
委
員
会

須
田
委
員
長
、
中
島
副
委
員
長
、

藤
本
、
末
吉
、
金
子
、
吉
田
、

斎
藤
、
荻
原

　各
委
員

議
案
第
24
号

　足
利
市
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
森
林
整
備
及
び
そ

の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

問

　森
林
環
境
税
自
体
は
令
和
６
年
か
ら
徴
収
さ
れ

る
と
思
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
足
利
市
森
林
環
境
譲

与
税
基
金
は
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
る
の
か
。

　
　令
和
元
年
度
は
基
金
を
そ
の
ま
ま
積
み
立
て
、

令
和
２
年
度
か
ら
は
森
林
の
整
備
に
当
た
っ
て
基
盤

と
な
る
森
林
情
報
等
の
整
備
を
進
め
る
。
ま
た
、
平

成
30
年
６
月
に
制
定
さ
れ
た
森
林
経
営
管
理
法
に
基

づ
い
て
所
有
者
の
意
向
を
確
認
し
、
市
へ
管
理
委
託

を
希
望
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
林
業
経
営
者
へ
再
委

託
し
事
業
を
実
施
す
る
か
、
再
委
託
で
き
な
い
森
林

に
つ
い
て
は
市
が
実
施
す
る
か
等
の
調
査
に
備
え
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

○
審
査
結
果

　原
案
の
と
お
り
可
決

問答
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